
精神保健福祉法の改正

概要について

千葉県健康福祉部障害者福祉推進課
R8.３.８ 地域移行支援（退院促進）セミナー

本日使用したスライドは、厚生労働省の資料等を引用及び一部改変しています。
 



令和４年障害者総合支援法等の一部改正による精神保健福祉法の改正概要
（令和４年１２月１６日公布）

【公布日（令和４年１２月１６日）施行】
・ 目的規定における権利擁護の明確化

【令和５年４月１日施行】
・ 患者に対し身体に対する暴力等を行った者等を「家族等」の範囲から除外。
・ 医療保護入院等の患者及びその家族等に対し、書面での入院理由等の告知を義務化。

【令和６年４月１日施行】
（医療保護入院の入院手続等に関する事項）
・ 入院期間を法定化し、一定の要件を満たす場合は、入院期間を更新できる。
・ 家族等が同意又は不同意の意思表示を行わない場合は、市町村長同意の依頼ができる。
・ 地域援助事業者の紹介を義務化。

（措置入院者の退院促進措置等に関する事項）
・ 退院後生活環境相談員の選任及び地域援助事業者の紹介を義務化。
・ 措置入院時の精神医療審査会での審査の実施。

（入院者訪問支援事業に関する事項）
・ 都道府県等は、市町村同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望に応じ、傾聴や生活に関する相談、情報提供等を

役割とした訪問支援員による支援を行う事業を実施できる。

（虐待の防止に関する事項）
・ 精神科病院における虐待防止措置の義務化。
・ 精神科病院の業務従事者による虐待を発見した者から都道府県等への通報の義務化。

（精神保健に関する相談支援体制の整備に関する事項）
・ 都道府県等が実施する相談支援について、日常生活に係る精神保健に課題を抱える者も支援対象に加える。
・ 都道府県は、市町村の精神保健に関する相談支援に関し、必要な援助を行うよう努める。





１．障害者等の地域生活支援体制の充実
①精神障害の有無や程度に関わらず実情に応じた包括的な支援
の確保
②自治体が行う相談支援の対象に精神保健に課題を抱える者も
対象にできるようにする



３．精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備
①家族等が同意・不同意の意思を表示しない場合にも市町村長
同意による入院が可能
②医療保護入院期間の定め、一定期間ごとに医療保護入院の要
件を確認
③「入院者訪問支援事業」の創設
④精神科病院における虐待防止に向けた取組の一層の推進



7



障害者等の地域生活支援体制の充実

 都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障
害者のほか、保健、 医療、福祉、住まい、就労その他日常生活に係る精神
保健に課題を抱える者も対象となる。

 都道府県及び市町村は、精神保健に関し、保健、医療、福祉、住まい、就労
その他日常生活に係る精神保健に課題を抱える者及びその家族等その他の関
係者からの相談に応じるとともに、必要な情報の提供、助言その他の援助を
行うことができる。

 都道府県は、市町村が行う精神保健に関する相談支援に関し、市町村への必
要な援助を行うよう努めなければならない。

自治体の相談支援の対象の見直し（法第４６条）

相談および援助（法第４７条５項）

市町村への支援に関する都道府県の責務（法第４８条の３）



 退院後生活環境相談員について、措置入院者にも選任することを義務化。

 地域援助事業者（※）の紹介を義務化するとともに、措置入院者にも適用。

 医療保護入院者退院支援委員会について、入院後１年を経過する者に対して
も開催する。（更新の際に必要となる。）

※ 医療保護入院者が退院後に利用する障害福祉サービス及び介護サービスについて退院前から相談
し、医療保護入院者が地域生活に移行できるよう、特定相談支援事業等の事業者や、事業の利用に向
けた相談援助を行う者（共同生活援助、訪問介護事業者等）。市町村は、精神障害者や医療機関から
紹介の問い合わせがあれば、必要に応じてあっせん・調整等を行うこと。

地域生活への移行を促進するための措置



精神障害者の希望やニーズに応じた
支援体制の整備

 当該家族等が同意・不同意の判断ができない場合には、家族等は意思表示を行わない
こととすることができる。

 家族等の全員が意思表示を行わない場合には、市町村長同意の依頼をすることができ
る。

 医療保護入院の入院期間は、医療保護入院から６ヶ月を経過するまでは３ヶ月以内と
し、６ヶ月を経過した後は６ヶ月以内とする。

 入院期間については、以下の要件を満たす場合は、入院の期間を更新できる。
・ 指定医診察の結果、医療保護入院が必要であって、任意入院が行われる状態にないと判定

されること
・ 退院支援委員会において対象患者の退院措置について審議されること
・ 家族等に必要な事項を通知した上で、家族等の同意があること

（家族等がない場合等は、市町村長による同意）
※ 家族等と定期的に連絡が取れている場合など一定の要件を満たした場合には、「みなし同意」

を行うことも可能。

 入院期間を更新した場合は、更新届を都道府県等に提出

家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合の取扱い

医療保護入院の期間の法定化と更新の手続き



 市町村長同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望に応じて、傾聴や
生活に関する相談、情報提供等を役割とした訪問支援員を派遣。

 都道府県等が訪問支援員を選任、研修等を実施。

 医療保護入院の入院期間は、医療保護入院から６ヶ月を経過するまでは３ヶ
月以内とし、６ヶ月を経過した後は６ヶ月以内とする。

 入院期間については、以下の要件を満たす場合は、入院の期間を更新できる。
・ 指定医診察の結果、医療保護入院が必要であって、任意入院が行われる状態にないと

判定されること
  ・ 退院支援委員会において対象患者の退院措置について審議されること
  ・ 家族等に必要な事項を通知した上で、家族等の同意があること

（家族等がない場合等は、市町村長による同意）
※ 家族等と定期的に連絡が取れている場合など一定の要件を満たした場合には、「みなし同意」

を行うことも可能。

 入院期間を更新した場合は、更新届を都道府県等に提出

入院者訪問支援事業

医療保護入院の期間の法定化と更新の手続き



 病院の管理者は、虐待防止のための研修や普及啓発、相談体制の整備等を行
う必要があり、指定医はそれに協力しなければならない。

 病院内で業務従事者による障害者虐待を発見した場合は、都道府県等に通報
しなければならない（法第４０条の３第１項）。

  都道府県知事等は通報等に際し、病院の管理者に対して報告や診療録等の
提出を命じ、立入検査を行い、改善計画の提出や必要な措置を採ることを命
ずることができる（法第４０条の５、第４０条の６）。

 都道府県知事は、毎年度、業務従事者による障害者虐待の状況等について公
表する（法第４０条の７）。

精神科病院における虐待防止措置の義務化 法第４０条の２

虐待を発見した者から都道府県等への通報の義務化

精神科病院における虐待防止に向け
た取組の一層の推進



○ 精神科病院で入院治療を受けている者については、医療機関外の者との面会交流が特に途絶えやすくなることを踏まえ、
入院者のうち、家族等がいない市町村長同意による医療保護入院者等を中心として、面会交流の機会が少ない等の理由によ
り、第三者による支援が必要と考えられる者に対して、希望に応じて、傾聴や生活に関する相談、情報提供等を役割とした
訪問支援員を派遣するもの。

○ 実施主体は都道府県、政令指定都市（以下「都道府県等」という。）

【訪問支援員】

○ 都道府県知事が認めた研修を修了した者のうち、都道

府県知事が選任した者

○ 支援対象者からの求めに応じて、入院中の精神科病院

を訪問し、支援対象者の話を誠実かつ熱心に聞く（傾

聴）ほか、入院中の生活に関する相談や、支援対象者が

困りごとを解消したり、希望する支援を受けるためには

どうすれば良いのかを対象者に情報提供する。

第三者である訪問支援員が、医療機関外
から入院中の患者を訪問し支援

面会交流、支援
傾聴、生活に関する
相談、情報提供 等

第三者による支援が必要

※2人一組で精神科

病院を訪問

精神科病院

【支援対象者】

（１）市町村長同意による医療保護入院者で

あって、本事業による支援を希望する者

（２）地域の実態等を踏まえ、（１）と同等

に支援が必要として都道府県知事が認め、

本事業による支援を希望する者

都道府県等による選任・派遣

（留意点）
・令和6年度より法定事業として位置づけ。（守秘義務等）
・訪問支援員について、特段の資格等は不要。※研修修了は義務
・訪問支援員が対象者に代わって対象者の困りごとを解決することや、

訪問支援員が医療・介護・障害福祉サービスの利用を調整したりサービ
スを自ら提供することは、本事業の支援として意図するものではない。

【入院者訪問支援事業のねらい】
医療機関外の第三者が、支援対象者と会話を交わし、支援対象者

の話を傾聴することにより、様々な思いを受け止め、対象者が自ら
の力を発揮できるよう、対象者の立場に立って寄り添うもの。

※入院者の求めに応じて、都道府県等が派遣を調整

【精神科病院に入院する方々の状況】
医療機関外の者との面会交流が特に途絶
えやすく、
・孤独感や自尊心の低下
・日常的な困りごとを誰かに相談するこ

とが難しい、支援を受けたいが誰に相
談してよいかわからないといった悩み

を抱えることがある。

誰かに相談し
たい、話を聞
いてほしい

孤独感、
自尊心
の低下

精神科病院に入院している支援対象者の自尊心低下、孤独感、日常の困りごと等の解消が期待される。

入院者訪問支援事業
令和７年度予算額 令和８年度当初予算案

187,569千円    →      187,569千円



令和７年度千葉県入院者訪問支援
事業概要

実施体制

実施主体 千葉県
委託先 社会福祉法人ロザリオの聖母会

地域生活支援センター友の家

周知方法

リーフレットを作成し、
病院職員を通じて対象者
に配布する。また、医療
保護入院の同意を行った
市町村の職員が面会する
際に、本事業を紹介する。

支援対象者

千葉県内の精神科病院に入院中で、以下の
①又は②のうち本事業による訪問を希望す
る者

①市町村長同意の医療保護入院者
②地域の実情を踏まえ①と同様な支援が必
要と思われる者

※千葉市長同意の医療保護入院者への訪問は千葉
市が実施予定

根拠法令

精神保健福祉法
第３５条の２



令和７年度千葉県入院者訪問支援
事業概要

時間・回数

３０分～１時間程度 １人あたり２回

訪問支援員

養成研修修了者から千葉県が選任した者
病院・対象者に利害関係のない第三者の立場の者を派遣

派遣調整【委託】

入院患者や病院職員からの依頼を受け、訪問する訪問支援員の
人選、日程調整及び報告等の管理を行う。

協議の場の設置【一部委託】

①推進会議（県） ②実務者会議（委託）

訪問支援員養成及びフォローアップ研修

年1、２回程度



訪問支援員について

千葉県入院者訪問支援員養成研修を修了し千葉県

から選任を受けた方です。

二人一組（千葉県の訪問支援員登録した者）

マッチングはいろいろ ピア、専門職等

訪問病院及び対象者の利害関係にない第三者

事務局より電話等で依頼

（相談受付からおおむね20日以内を目標）



訪問支援員について

42

15

2 2
訪問支援員属性（人）

専門職 42人 ピア 15人 専門職・ピア 2人 精神保健ボランティア 2人

現在61名を選任
（今後今年度養成研修
修了者19名を順次選任
の予定）



第三者性の考え方について

訪問する病院及び対象者（入院患者）と関係のある

訪問支援員は訪問しない

訪問除外の例）

勤務先が訪問病院または訪問病院と同法人

通院先、入院先（過去や現在にあり）

個別ケースとして関与のある対象者 等



守秘義務の範囲について

訪問支援員は守秘義務があります。訪問支援員の

業務を退いた後にも同様に守秘義務があります。

面会をする入院患者さん及びその他訪問支援の中で
知り得た患者・病院職員等の個人情報

個別の病院についての情報

その他、業務で知り得た個人情報



訪問支援員の名札

（ 表 面 ） （ 裏 面 ）



訪問支援流れ

（希
望
者
等

事
務
局
）訪
問
希
望
受
付

（事
務
局

病
院
、
訪
問
支
援
員
）日
程
調
整
連
絡

（訪
問
支
援
員
）病
院
訪
問
（面
会
）

（事
務
局

病
院
）訪
問
支
援
終
了
連
絡

受付からおおむね２０日以内に調整

【病院連絡時、確認事項】
＊希望者確認
＊入院形態
＊訪問可否
＊連絡担当者
＊訪問候補日
＊待ち合わせ場所
＊感染症対策
＊駅⇔病院送迎バスの
有無（運行時間）など

「訪問支援員」名札を
付けていきます。

本人の訪問希望及び連
絡代行があった際、本人
以外の連絡受付も可能。
（例）PSW、Ns、医療ス
タッフ、市町村職員など



千葉県の会議体について

【実施主体】千葉県
【会  議  体】千葉県総合支援協議会精神障害者地域生活支援

専門部会
【構  成  員】当事者会、家族会、精神科病院協会、精神障害者
自立支援事業協会、精神障がい者地域活動支援事業所協議会、

作業療法士会、障害者就業・生活支援センター、精神保健福祉士
協会、看護協会、精神保健福祉協議会、市役所、委託事業者、
総合救急災害医療センター、精神保健福祉センター、県

推進会議

【実施主体】友の家
【構  成  員】精神科病院、精神保健福祉士協会、市役所、保健所、
訪問支援員（当事者や専門職）、委託事業者、精神保健福祉
センター、県

【オブザーバー】精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
構築推進事業の圏域連携コーディネーター

実務者会議

課題等の洗い出し
・検証

進め方の検討
・見直し



令和７年度活動実績（予定含む）

研修

•訪問支援員向け顔合わせ（対面及びZOOM）令和7年6月30日、8月6日

•訪問支援員養成研修 修了者19名・令和7年12月22日

•訪問支援員フォローアップ研修 令和8年2月25日

周知

•市町村担当者向け説明会、医療機関向け説明会         令和7年8月25日

•日本精神科病院協会千葉県支部、病院長会議、看護部長会、精神保健
福祉士協会、自立支援事業協会、にも包括会議等にて事業説明

•リーフレット送付 各精神科病院、市町村担当者、にも包括事業所、
保健所

会議体
•推進会議実施 年2回          令和7年7月22日、令和8年2月4日

•実務者会議実施 年2回 令和7年10月27日、令和8年2月25日



訪問支援状況 数値：令和7年12月末現在

（令和7年8月から電話受付、9月から派遣開始）

電話受付

•毎週火曜日13時から17時 専用電話で受付

•訪問希望者や本人からの依頼により支援者からの受付も可能

•問合せ件数 合計20件（訪問希望10件、その他問合せ等10件）

派遣調整

•事務局が連絡調整の上、訪問支援員を派遣

•訪問前後で事務局がフォローアップの連絡（訪問支援員や必要時
受け入れ医療機関）

•訪問支援実施数：9件（専門職ペア7件、ピア・専門職ペア2件）

•訪問病院数：7病院

病院 A B C D E F G

件数 ２ ２ １ １ １ １ １

（令和7年9月1日から同年12月末まで）



千葉県入院者訪問支援事業実施に際して

実務者会議で出ている主な意見

受付方法・周知について、事業の理解を促進するにはど
のようにしたらよいか 等

気づき・課題

実際に訪問支援をしていくと傾聴の大切さを再認識

関係者や対象者にいかにして理解してもらい、周知して
いくかが課題

ピアサポーターの活躍を進めていきたい

評価方法の検討が必要
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